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『ぽっぽ舎通信』は、舟形駅の「観光物産センターめがみ」からイベント情報等を毎月発信するコーナーです。

●問い合わせ：舟形駅（舟形町観光物産センターめがみ）☎（32）3302（午前8時30分～午後5時）

　ここでは書ききれない日々の活動や暮らしで感じたことをフェイスブック
で公開しています。ご意見・応援のメッセージなどをお寄せください。
舟形町地域おこし協力隊「こぶし」
https://www.facebook.com/funagata.kyoryokutai/

　地域おこし協力隊の渡部航です。
　このコーナーでは、私が舟形町の魅力を発見し、地域のみなさんに
お伝えしていきます。
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今月の渡部隊員

ふ な こ い

舟恋舟恋

元気に泳ぐ稚魚

１月２日～２月１日届出分

○掲載を希望される方は、届け出の

　際に申し出ください。

◆現在の職業は？……………

◆自分を一言で言うと？……

◆夢は？………………………

◆趣味は？……………………

◆舟形町の良いところは？…

◆１０年後の舟形町は？……
　

◆尊敬する人…………………

◆成人式を終えて一言………

会社員

ふりーだむ

楽しく生きること

スケボー

人が温かいところ

NYのような大都市になっていると
うれしいです

祖母

今までどおり自由に生きていきたいです
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小関　啓太さん（長者原）
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人口と世帯

：2,617人
：2,750人
：5,367人
：1,870世帯
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（  ）は前月比

（現在）

選挙人名簿登録者数

男性　2,255人
女性　2,409人 計4,664人

(12/３現在）

１
31

成人式を迎えました！成人式を迎えました！

舟形若あゆ温泉よりお知らせ 観光物産センターめがみよりお知らせ

午後 0 時15分～ 0 時30分ころ
午前11時00分～11時15分ころ
舟形駅のソフトクリームお休みの日

［火］
［水］

パッチ
ワーク
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ワーク

　２月になり、まだまだ寒さが厳しい日
が続いています。池での飼育が始められ
たサケの稚魚は、体長約35ｍｍ程度、
重さは0.40ｇ程に成長しました。
　現在の作業は、元気で健康に育っても
らうため、池の掃除や餌やりが中心とな
っています。日々成長していく魚たちの
様子を観察しながら、約1.0ｇ程度にな
るまで見守っていきます。
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舟形第２

舟形第３

舟形第４

紫　　山

紫　　山

福 寿 野

新　　堀

えんじゅ荘

89（俊　幸）

63（智　弥）

87（本　人）

89（ハナ子）

69（齋藤浩樹）

91（栄　悦）

92（　繁　）

92（本　人）

佐藤登　子

鈴木　繁也

伊藤　幸男

八鍬　忠男

八鍬　保子

戸塚　　力

阿部　ヤエ

成澤　榮子

（世帯主）◆□おくやみ申しあげます
～地域おこし協力隊員のつぶやき～～地域おこし協力隊員のつぶやき～
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※３月下旬まで温泉大広間改修中です。
　ご不便をおかけし申し訳ありません。

甘酒ふるまい
②3月3日（日）午前９時～無くなり次第終了①3月3日（日）午前10時～

来場の方へ雛あられ、お子様には
お雛様ぬり絵をプレゼントします♪
数に限りがありますのでお早めに！

今回は春のお花のコサージュ作りorレジンアクセサリー作りです♪　
お茶を飲みながらお話しながら楽しく作りましょう（*^^*）
お菓子の持ち込み大歓迎です♡
予約不要／出入自由／汚れてもいい服装で／料金：約200～500円程度

～手作り小物を作る会・ちくちく教室～

雛あられ＆ぬり絵プレゼント

③3月21日（木）午後１時30分～午後４時
第１回　舟形駅ちくちく教室

　歩行者を見かけたらその行動に注意をするとともに、横断歩道以外の場所でも「止まって、
渡してあげる」思いやり運転をしましょう。

【道路横断に注意！】

～ 交通災害共済見舞金請求～『忘れていませんか？』
　１人当たり年額400円で毎年６月に加入手続きをしている「交通災害共済」ですが、これ
は交通事故に遭われ被害を受けた場合に見舞金を支給する互助制度です。
　共済期間は７月１日から翌年６月30日までとなっていますが、見舞金の請求は交通事故
が発生した日から１年以内であれば請求ができます。自動車に限らず、バイク、自転車での
転倒事故も対象です。事故に遭われ、まだ見舞金の請求をしていない方は、請求手続きを行
なってください。

▼問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室　☎（32）0155

＊　歩行者は、道路を横断する時は手や旗などで明確に意思表示をし、「いつでも・どこでも安全
　確認」を徹底しましょう。 
＊　運転者は、横断歩道の手前で減速して横断歩行者に備え、横断者がいる時は一停止して歩行者
　を安全に横断させましょう。（道路横断の歩行妨害をした場合は、「横断歩行者等妨害等違反」に
　なります。）

引越しの際は、

住所の異動手続きを忘れずに！

　住民票の住所の異動届（転出届・
転入届・転居届など）は、国民健
康保険、国民年金、選挙人名簿へ
の登録などにつながる大切な手続
きです。

▼問い合わせ／
　舟形町住民税務課住民係
　☎（32）0211


